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（２）第２次審査 

第１次審査を通過した２法人に対し、プレゼンテーションに対するヒアリング

を実施し、総合評価により「江東区公の施設に係る指定管理者選定評価委員会」

に推薦する指定管理者（候補者）を選定した。 

 

２ 選定の経過 

 

日 付 会議名 内 容 

令和６年４月１６日 第１回 土木部所管施設専門部会 
募集要項（案）、選定基準（案）

の決定 

令和６年５月１５日 
第１回 江東区公の施設に係る 

指定管理者選定評価委員会 
募集要項、選定基準の決定 

令和６年５月２４日 

から６月２６日まで 
 募集要項の公表 

令和６年６月２６日  申請書等の提出期限 

令和６年６月２８日 第２回 土木部所管施設専門部会 第１次審査の実施 

令和６年７月１２日 第３回 土木部所管施設専門部会 第２次審査進出者の決定 

令和６年７月２５日 第４回 土木部所管施設専門部会 
第２次審査の実施、選定評価

委員会に推薦する候補者選定 
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３ 部会員名簿 

 

江東区公の施設に係る指定管理者選定評価委員会土木部所管施設専門部会 

職 名 氏 名 

部会長 土木部長 石井 康弘 

副部会長 土木技術担当部長 山田 英典 

部会員 管理課長 大野 俊明 

部会員 道路課長 召田 和也 

部会員 河川公園課長 清田 光晴 

部会員 施設保全課長 古木 健人 

部会員 地域交通課長 八巻  亮 

部会員 管理課管理係長 藤井 由美 

部会員 道路課工務係長 中川 富弘 

部会員 河川公園課工務係長 富樫 義英 

部会員 施設保全課庶務係長 田中 勝朗 

部会員 地域交通課交通係長 野村 明弘 
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名称 所在地 設置時期 設置の目的 設置条例

1
江東区立森下駅自転
車駐車場

東京都江東区森下一
丁目１２番４号

昭和58年1月22日

2
江東区立森下駅第二
自転車駐車場

東京都江東区新大橋
三丁目８番７号

昭和58年1月22日

3
江東区立森下駅地下
自転車駐車場

東京都江東区森下二
丁目３０番７号先

平成12年12月12日

4
江東区立清澄白河駅
地下自転車駐車場

東京都江東区清澄三
丁目３番先

平成12年12月12日

5
江東区立門前仲町黒
船橋自転車駐車場

東京都江東区門前仲
町一丁目１番先

平成元年10月1日

6
江東区立門前仲町駅
自転車駐車場

東京都江東区門前仲
町二丁目１０番４号
先

昭和55年4月21日

7
江東区立門前仲町駅
第二自転車駐車場

東京都江東区富岡一
丁目１８番先
東京都江東区冬木1
番先

平成12年4月1日

8
江東区立越中島駅自
転車駐車場

東京都江東区越中島
二丁目２番先

昭和53年12月21日

9
江東区立木場平木橋
自転車駐車場

東京都江東区木場一
丁目４番先

平成2年11月1日

10
江東区立木場舟木橋
自転車駐車場

東京都江東区木場二
丁目１８番２１号

平成4年4月14日

11
江東区立木場自転車
駐車場

東京都江東区木場二
丁目２０番１号

昭和56年4月20日

12
江東区立木場第二自
転車駐車場

東京都江東区木場二
丁目２１番４号

昭和56年4月20日

13
江東区立木場沢海橋
自転車駐車場

東京都江東区東陽三
丁目１番５号

平成3年10月5日

施設概要一覧

良好な都市環境
の確保及び街の

美観の維持

江東区自転車の
放置防止及び自
転車駐車場の整
備に関する条例
（昭和６０年１
０月江東区条例

２８号）
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選定基準 

 

１ サービスの実施に関する事項 

（１）施設の設置目的を十分発揮する内容であること 

（２）施設や機器の維持管理が適正であること 

（３）施設価値の向上に対する提案があること 

（４）利用者の平等な利用が確保されていること 

（５）利用者の声を反映する仕組みがあること 

（６）職員の技術向上や接遇等の研修体制が整備されていること 

（７）放置自転車対策に関する提案があること 

（８）サービスの実施に関してその他特に優れた提案があること 

 

２ 経営能力に関する事項 

（１）管理を安定的に遂行する能力があること 

（２）収支計画が適正であること 

（３）個人情報が適切に管理されていること 

（４）安全管理体制が確保されていること 

（５）環境への配慮が適切になされていること 

（６）経営能力に関してその他特に優れた提案があること 
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